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公布された法令のあらまし 

 

◎青少年愛護条例施行規則の一部を改正する規則（規則第20号） 

青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護するため、青少年に見せ、読ませ、又は

聞かせることがその健全な育成を阻害すると認める図書類とする要件を見直すこととし、所要の整備を行うこ

ととした。 
 
 

規 則 

 

 青少年愛護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月29日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

兵庫県規則第20号 

青少年愛護条例施行規則の一部を改正する規則 

 青少年愛護条例施行規則（昭和38年兵庫県規則第23号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の２第１項中「塗りつぶして」を「塗り潰して」に改め、同項第１号ウ中「男女間の」を削り、同項

第２号ウを次のように改める。 

ウ 不同意性交等の陵辱行為 

附 則 

この規則は、令和６年７月１日から施行する。 
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